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住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

○
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
□
平
成
二
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
三
号
□ 

改
正
後 

改
正
前 

○
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則 

○
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則 

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
規
則
第
三
号

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
規
則
第
三
号

改
正 

改
正 

平
成
二
六
年 

二
月
一
二
日
規
則
第
六
号 

平
成
二
六
年 

二
月
一
二
日
規
則
第
六
号 

平
成
二
六
年
一
〇
月
二
一
日
規
則
第
六
一
号 

平
成
二
六
年
一
〇
月
二
一
日
規
則
第
六
一
号 

平
成
二
六
年
一
二
月 

五
日
規
則
第
六
六
号 

平
成
二
六
年
一
二
月 

五
日
規
則
第
六
六
号 

平
成
二
七
年 

五
月
二
二
日
規
則
第
四
三
号 

平
成
二
七
年 

五
月
二
二
日
規
則
第
四
三
号 

平
成
二
八
年 
三
月
二
五
日
規
則
第
九
号 

平
成
二
八
年 

三
月
二
五
日
規
則
第
九
号 

平
成
二
八
年
一
〇
月
二
五
日
規
則
第
七
五
号 

平
成
二
八
年
一
〇
月
二
五
日
規
則
第
七
五
号 

平
成
二
八
年
一
二
月 
二
日
規
則
第
七
九
号 

平
成
二
八
年
一
二
月 

二
日
規
則
第
七
九
号 

平
成
三
〇
年 

三
月
二
三
日
規
則
第
八
号 

平
成
三
〇
年 

三
月
二
三
日
規
則
第
八
号 

平
成
三
〇
年 

六
月 

八
日
規
則
第
三
九
号 

平
成
三
〇
年 

六
月 

八
日
規
則
第
三
九
号 

平
成
三
一
年 

二
月 

一
日
規
則
第
四
号 

平
成
三
一
年 

二
月 

一
日
規
則
第
四
号 

令
和 

元
年
一
〇
月
一
八
日
規
則
第
二
〇
号 

令
和 

元
年
一
〇
月
一
八
日
規
則
第
二
〇
号 

令
和 

二
年 

三
月
三
一
日
規
則
第
三
八
号 

令
和 

二
年 

三
月
三
一
日
規
則
第
三
八
号 

令
和 

二
年
一
〇
月
二
〇
日
規
則
第
五
九
号 

令
和 

二
年
一
〇
月
二
〇
日
規
則
第
五
九
号 

令
和 

三
年 

六
月
二
二
日
規
則
第
三
三
号 

令
和 

三
年 

六
月
二
二
日
規
則
第
三
三
号 

令
和 

五
年 

三
月
三
一
日
規
則
第
九
号 

令
和 

五
年 

三
月
三
一
日
規
則
第
九
号 

令
和 

六
年 

三
月
二
九
日
規
則
第
二
三
号 

令
和 

六
年 

三
月
二
九
日
規
則
第
二
三
号 

令
和 

六
年
一
〇
月
一
八
日
千
葉
県
規
則
第
五
八
号 

令
和 

六
年
一
〇
月
一
八
日
千
葉
県
規
則
第
五
八
号 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則 

□
趣
旨
□ 

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供

に
関
す
る
条
例
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
八
十
四
号
□
以
下
□
住
基
条
例
□
と

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供

に
関
す
る
条
例
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
八
十
四
号
□
以
下
□
住
基
条
例
□
と
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い
う
□
□
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

い
う
□
□
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

□
住
基
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
□ 

□
住
基
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
□ 

第
二
条 
住
基
条
例
別
表
第
一
の
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
別
表
第
一
の
上

欄
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
□ 

第
二
条 

住
基
条
例
別
表
第
一
の
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
別
表
第
一
の
上

欄
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
□ 

 

□
住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
□ 

□
削
る
□
□ 

第
三
条 

住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
□
平
成
二
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
二
号
□
以
下

□
番
号
利
用
条
例
□
と
い
う
□
□
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定

め
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
□ 

 

一 

生
活
保
護
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
に
よ
る
保
護
に
準
ず
る
保

護
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
準
ず
る
保
護
□
と
い
う
□
□
を
必
要
と
す
る
状
態
に

あ
る
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の

事
実
の
確
認 

 

二 

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

準
じ
て
行
う
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
変

更
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答 

 

三 

生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国

人
に
対
す
る
準
ず
る
保
護
に
係
る
資
料
の
提
供
等
の
求
め
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存

の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

四 

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
準
じ
て
行
う
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

五 
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
準
じ
て
行
う
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

六 

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規

定
に
準
じ
て
行
う
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
と
な
る
現
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に
準
ず
る
保
護
を
受
け
て
い
る
外
国
人
に
関
す
る
情
報
の
収
集
又
は
整
理
に
関
す
る

事
務 

 

七 

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
の

対
象
と
な
る
現
に
準
ず
る
保
護
を
受
け
て
い
る
外
国
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若

し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

八 

生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
□
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
準
ず
る
保
護
に
係
る
徴
収
金
の
徴

収
□
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
準
ず
る
保

護
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
□
□
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名

若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

□
削
る
□
□ 

第
四
条 

住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
二
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
同
号
に
規
定
す
る
私
立
高
等
学
校
等
奨
学

の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
□ 

□
住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
□ 

 

第
三
条 

住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
□
平
成
二
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
二
号
□
以
下

□
番
号
利
用
条
例
□
と
い
う
□
□
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定

め
る
も
の
は
□
私
立
の
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
□
後
期
課
程
に
限
る
□
以

下
同
じ
□
□
又
は
専
修
学
校
□
高
等
課
程
に
限
り
□
准
看
護
師
の
養
成
を
目
的
と
す
る

も
の
を
除
く
□
□
の
設
置
者
に
対
し
て
交
付
す
る
授
業
料
の
減
免
に
要
す
る
経
費
に
係

る
補
助
金
の
交
付
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
□ 

第
五
条 

住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
三
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
私
立
の
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学

校
□
後
期
課
程
に
限
る
□
□
又
は
専
修
学
校
□
高
等
課
程
に
限
り
□
准
看
護
師
の
養
成

を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
□
□
の
設
置
者
に
対
し
て
交
付
す
る
授
業
料
の
減
免
に
要

す
る
経
費
に
係
る
補
助
金
の
交
付
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
□ 

第
四
条 

住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
二
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
私
立
の
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の

設
置
者
に
対
し
て
交
付
す
る
入
学
金
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
経
費
に
係
る
補
助
金

の
交
付
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
□ 

第
六
条 
住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
四
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
私
立
の
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
□
後

期
課
程
に
限
る
□
□
の
設
置
者
に
対
し
て
交
付
す
る
入
学
金
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

の
経
費
に
係
る
補
助
金
の
交
付
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
□ 
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□
削
る
□
□ 

第
七
条 

住
基
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
五
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
□ 

 

一 

私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
□
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
五
号
に
規
定

す
る
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
を
い
う
□
次
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
受

給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

二 

私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者

等
□
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十

八
号
□
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
の

収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
□
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

□
住
基
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
□ 

□
住
基
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
□ 

第
五
条 

住
基
条
例
別
表
第
二
の
下
欄
の
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
別
表
第

二
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
□ 

第
八
条 

住
基
条
例
別
表
第
二
の
下
欄
の
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
別
表
第

二
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
□ 

□
住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
□ 

□
住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
□ 

第
六
条 

住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
三
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な

経
費
□
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四

十
四
号
□
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
支
弁
す
べ
き
経
費
を
除
く
□
□
の
算
定
に
必
要
な
資

料
の
受
理
□
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
資
料
の
提
出
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
□ 

第
九
条 

住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
六
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な

経
費
□
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四

十
四
号
□
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
支
弁
す
べ
き
経
費
を
除
く
□
□
の
算
定
に
必
要
な
資

料
の
受
理
□
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
資
料
の
提
出
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
□ 

□
削
る
□
□ 
第
十
条 

住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
七
号
に
掲

げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
同
号
に
規
定
す
る
国
公
立
高
等
学
校
等
奨

学
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
□ 

□
削
る
□
□ 

第
十
一
条 
住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
八
号
に

掲
げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
□ 

 

一 

公
立
高
等
学
校
学
び
直
し
支
援
金
□
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
八
号
に
規
定
す
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る
公
立
高
等
学
校
学
び
直
し
支
援
金
を
い
う
□
次
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
受
給
資

格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

二 

公
立
高
等
学
校
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等

の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
□
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

□
削
る
□
□ 

第
十
二
条 

住
基
条
例
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第
九
号
に

掲
げ
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
□ 

 

一 

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
の
た
め
の
支
援
金
□
番
号
利
用
条
例
別
表
第
一
第

九
号
に
規
定
す
る
公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
の
た
め
の
支
援
金
を
い
う
□
次
号

に
お
い
て
同
じ
□
□
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

二 

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
の
た
め
の
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
た

者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
□
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

□
知
事
以
外
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
□ 

□
知
事
以
外
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
□ 

第
七
条 

住
基
条
例
第
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本

人
確
認
情
報
の
提
供
は
□
電
子
計
算
機
□
入
出
力
装
置
を
含
む
□
□
の
操
作
に
よ
る
も

の
と
し
□
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
□
ス
ク
□
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
□
以
下
同

じ
□
□
の
送
付
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
□
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

た
送
信
又
は
磁
気
デ
□
ス
ク
の
送
付
の
方
法
並
び
に
磁
気
デ
□
ス
ク
へ
の
記
録
及
び
そ

の
保
存
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
□
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
□

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
十
三
条 

住
基
条
例
第
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
保
存

本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
□
電
子
計
算
機
□
入
出
力
装
置
を
含
む
□
□
の
操
作
に
よ
る

も
の
と
し
□
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
□
ス
ク
□
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
□
以
下
同

じ
□
□
の
送
付
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
□
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

た
送
信
又
は
磁
気
デ
□
ス
ク
の
送
付
の
方
法
並
び
に
磁
気
デ
□
ス
ク
へ
の
記
録
及
び
そ

の
保
存
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
□
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
□

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

附 

則 
附 

則 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
六
年
二
月
十
二
日
規
則
第
六
号
□ 

附 
則
□
平
成
二
十
六
年
二
月
十
二
日
規
則
第
六
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
規
則
第
六
十
一
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
規
則
第
六
十
一
号
□ 
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こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
一
住
基
条
例
別
表
第
一

第
二
十
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
の
項
の
改
正
規
定
は
□
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十

五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
一
住
基
条
例
別
表
第
一

第
二
十
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
の
項
の
改
正
規
定
は
□
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十

五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 
則
□
平
成
二
十
六
年
十
二
月
五
日
規
則
第
六
十
六
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
六
年
十
二
月
五
日
規
則
第
六
十
六
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日
規
則
第
四
十
三
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日
規
則
第
四
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
一
住
基

条
例
別
表
第
一
第
二
十
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
の
項
及
び
同
表
住
基
条
例
別
表
第
一

第
二
十
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
□
第

二
条
の
改
正
規
定
は
同
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
一
住
基

条
例
別
表
第
一
第
二
十
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
の
項
及
び
同
表
住
基
条
例
別
表
第
一

第
二
十
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
□
第

二
条
の
改
正
規
定
は
同
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
規
則
第
九
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
規
則
第
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日
規
則
第
七
十
五
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日
規
則
第
七
十
五
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
規
則
第
七
十
九
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
規
則
第
七
十
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
規
則
第
八
号
□ 

附 

則
□
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
規
則
第
八
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
三
十
年
六
月
八
日
規
則
第
三
十
九
号
□ 

附 

則
□
平
成
三
十
年
六
月
八
日
規
則
第
三
十
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
規
則
第
四
号
□ 

附 

則
□
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
規
則
第
四
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
令
和
元
年
十
月
十
八
日
規
則
第
二
十
号
□ 

附 

則
□
令
和
元
年
十
月
十
八
日
規
則
第
二
十
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
八
号
□ 
附 

則
□
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
八
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
令
和
二
年
十
月
二
十
日
規
則
第
五
十
九
号
□ 

附 
則
□
令
和
二
年
十
月
二
十
日
規
則
第
五
十
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
二
の
改
正

規
定
□
□
第
五
条
□
を
□
第
七
条
□
に
改
め
る
部
分
に
限
る
□
□
は
□
公
布
の
日
か
ら
施

こ
の
規
則
は
□
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
二
の
改
正

規
定
□
□
第
五
条
□
を
□
第
七
条
□
に
改
め
る
部
分
に
限
る
□
□
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
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行
す
る
□ 

行
す
る
□ 

附 

則
□
令
和
三
年
六
月
二
十
二
日
規
則
第
三
十
三
号
□ 

附 

則
□
令
和
三
年
六
月
二
十
二
日
規
則
第
三
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 
則
□
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
九
号
□ 

附 

則
□
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
二
十
三
号
□ 

附 

則
□
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
二
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
令
和
六
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
規
則
第
五
十
八
号
□ 

附 

則
□
令
和
六
年
十
月
十
八
日
千
葉
県
規
則
第
五
十
八
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

別
表
第
一
□
第
二
条
□ 

別
表
第
一
□
第
二
条
□ 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

一 

県
民
の
住
所
地
の
市
町
村
長
に
対
す
る
当
該
県

民
の
安
否
の
確
認
を
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の

提
供 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

一 

県
民
の
住
所
地
の
市
町
村
長
に
対
す
る
当
該
県

民
の
安
否
の
確
認
を
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の

提
供 

 

 
 

二 

県
民
の
安
否
の
確
認 

 
 

 

二 

県
民
の
安
否
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

五
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

宗
教
法
人
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
□

第
二
十
五
条
第
四
項
の
提
出
に
係
る
宗
教
法
人
の
代

表
役
員
又
は
そ
の
代
務
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名

若
し
く
は
住
所
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

五
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

宗
教
法
人
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
□

第
二
十
五
条
第
四
項
の
提
出
に
係
る
宗
教
法
人
の
代

表
役
員
又
は
そ
の
代
務
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名

若
し
く
は
住
所
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

六
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

一 

給
付
の
請
求
の
受
理
□
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

六
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

一 

給
付
の
請
求
の
受
理
□
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答 

 

 
 

二 

給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届

出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届
出
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

二 

給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届

出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届
出
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

三 

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の

額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は

氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

 

三 

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の

額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は

氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

七
号
の
規
則
で
定
め
る

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
□
昭
和

三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
□
第
三
条
第
一
項
の
支
給  

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

七
号
の
規
則
で
定
め
る

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
□
昭
和

三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
□
第
三
条
第
一
項
の
支
給  
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事
務 

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

事
務 

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

八
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
□
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六

十
八
号
□
第
四
条
の
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

九
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
□
昭

和
四
十
年
法
律
第
百
号
□
第
三
条
の
支
給
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

九
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
□
昭

和
四
十
年
法
律
第
百
号
□
第
三
条
の
支
給
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
□
昭

和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
□
第
三
条
第
一
項
の
支
給

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
号
の
規
則
で
定
め
る

事
務 

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
□
昭

和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
□
第
三
条
第
一
項
の
支
給

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
一
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

千
葉
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸

付
条
例
□
平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
二
号
□
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の

連
帯
保
証
人
□
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表

第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省

令
□
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
十
三
号
□
第
五
条
第
十

項
に
規
定
す
る
者
□
以
下
□
特
定
債
務
者
等
□
と
い
う
□
□

を
除
く
□
□
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所

の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
一
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

千
葉
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸

付
条
例
□
平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
二
号
□
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の

連
帯
保
証
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住

所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
三
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

一 

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十

五
年
法
律
第
百
十
一
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

□
法
□
と
い
う
□
□
第
八
条
第
一
項
の
審
査
及
び
整

理
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
又
は

住
所
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
三
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

一 

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十

五
年
法
律
第
百
十
一
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

□
法
□
と
い
う
□
□
第
八
条
第
一
項
の
審
査
及
び
整

理
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
又
は

住
所
の
確
認 

 

 
 

二 

法
第
十
条
第
二
項
□
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い 

 
 

二 

法
第
十
条
第
二
項
□
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い 
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て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
調
査
に
関
す
る
事

務
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
確
認 

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
調
査
に
関
す
る
事

務
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
確
認 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
四
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

一 

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
の

給
付
に
関
す
る
受
給
者
証
の
交
付
の
申
請
の
受
理
□

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
四
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

一 

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
の

給
付
に
関
す
る
受
給
者
証
の
交
付
の
申
請
の
受
理
□

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 
 

二 

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
の

給
付
に
関
す
る
受
給
者
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の

届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査 

 
 

 

二 

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
の

給
付
に
関
す
る
受
給
者
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の

届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査 

 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
五
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

児
童
扶
養
手
当
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十

八
号
□
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
係
る
過
誤
払

の
返
還
金
の
返
還
を
す
べ
き
者
の
生
存
の
事
実
又
は

氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
五
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法

律
第
八
十
二
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い

う
□
□
第
八
条
第
二
項
の
措
置
の
う
ち
□
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
に
係
る
児
童
又
は
当
該
児

童
の
保
護
者
□
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い

う
□
□
の
氏
名
□
住
所
又
は
生
年
月
日
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
五
号
の
二
の
規
則
で

定
め
る
事
務 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法

律
第
八
十
二
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い

う
□
□
第
八
条
第
二
項
の
措
置
の
う
ち
□
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
に
係
る
児
童
又
は
当
該
児

童
の
保
護
者
□
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い

う
□
□
の
氏
名
□
住
所
又
は
生
年
月
日
の
確
認 

 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
六
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

一 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
六
十

九
条
の
二
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答 

 

 
 

 
 

 
 

二 

法
第
六
十
九
条
の
四
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の

届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

 
 

 
 

三 

法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
交
付
の
申
請
の

受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又  
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は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
七
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
□
昭
和
三
十
七

年
千
葉
県
条
例
第
三
十
三
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人

□
特
定
債
務
者
等
を
除
く
□
□
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
七
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
□
昭
和
三
十
七

年
千
葉
県
条
例
第
三
十
三
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人

の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の

事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
八
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

千
葉
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
□
昭
和
五

十
八
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人

□
特
定
債
務
者
等
を
除
く
□
□
の
生
存
の
事
実
又
は
氏

名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

十
八
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

千
葉
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
□
昭
和
五

十
八
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人

の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の

事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

千
葉
県
医
師
修
学
資
金
貸
付
条
例
□
平
成
二
十
年
千
葉

県
条
例
第
四
十
五
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

貸
付
け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人
□
特
定
債

務
者
等
を
除
く
□
□
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く

は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

千
葉
県
医
師
修
学
資
金
貸
付
条
例
□
平
成
二
十
年
千
葉

県
条
例
第
四
十
五
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

貸
付
け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人
の
生
存

の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
二
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

医
薬
品
□
医
療
機
器
等
の
品
質
□
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

四
十
五
号
□
第
三
十
三
条
第
一
項
の
交
付
の
申
請
の
受

理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
二
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

医
薬
品
□
医
療
機
器
等
の
品
質
□
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

四
十
五
号
□
第
三
十
三
条
第
一
項
の
交
付
の
申
請
の
受

理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
三
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す

る
条
例
□
昭
和
六
十
年
千
葉
県
条
例
第
十
九
号
□
次

号
に
お
い
て
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
三
条
第
一
項

の
登
録
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
三
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す

る
条
例
□
昭
和
六
十
年
千
葉
県
条
例
第
十
九
号
□
次

号
に
お
い
て
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
三
条
第
一
項

の
登
録
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 
 

二 

条
例
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

二 

条
例
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
又

は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

一 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

一 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
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二
十
四
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
三
十

九
条
第
一
項
の
狩
猟
免
許
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答 

二
十
四
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
三
十

九
条
第
一
項
の
狩
猟
免
許
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答 

 
 

二 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

二 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

三 

法
第
六
十
一
条
第
四
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

三 

法
第
六
十
一
条
第
四
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
五
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令

第
二
十
八
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
省
令
□
と

い
う
□
□
第
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の
変
更

の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
五
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令

第
二
十
八
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
省
令
□
と

い
う
□
□
第
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の
変
更

の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査 

 

 
 

二 

省
令
第
十
一
条
の
二
第
九
項
の
変
更
の
届
出
の

受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査 

 
 

 

二 

省
令
第
十
一
条
の
二
第
九
項
の
変
更
の
届
出
の

受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査 

 

 
 

三 

省
令
第
十
五
条
第
六
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

三 

省
令
第
十
五
条
第
六
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

四 

省
令
第
四
十
二
条
第
五
項
の
変
更
の
届
出
の
受

理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

四 

省
令
第
四
十
二
条
第
五
項
の
変
更
の
届
出
の
受

理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
八
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚

染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
□
平
成

九
年
千
葉
県
条
例
第
十
二
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
条
の
許
可
の
申
請
の

受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

二
十
八
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚

染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
□
平
成

九
年
千
葉
県
条
例
第
十
二
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
条
の
許
可
の
申
請
の

受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 
 

二 

条
例
第
十
三
条
第
八
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

 
 

 

二 

条
例
第
十
三
条
第
八
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
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又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

三 

条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
の
申
請

の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

 

三 

条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
の
申
請

の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 
 

四 

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
届
出
の
受
理
又
は

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

四 

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
届
出
の
受
理
又
は

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
四
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉

県
条
例
第
六
十
四
号
□
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
四
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉

県
条
例
第
六
十
四
号
□
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
五
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
□
平
成
十
年
法
律
第
七

号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第

十
三
条
第
三
項
の
取
消
し
の
対
象
と
な
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
を
受
け
た
者
の
氏

名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
五
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
□
平
成
十
年
法
律
第
七

号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第

十
三
条
第
三
項
の
取
消
し
の
対
象
と
な
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
を
受
け
た
者
の
氏

名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 
 

二 

法
第
四
十
二
条
の
命
令
の
対
象
と
な
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
理
事
又
は
監
事
の
氏
名
又
は
住

所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

 

二 

法
第
四
十
二
条
の
命
令
の
対
象
と
な
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
理
事
又
は
監
事
の
氏
名
又
は
住

所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 
 

三 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
取
消
し

の
対
象
と
な
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
理
事
又

は
監
事
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

 

三 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
取
消
し

の
対
象
と
な
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
理
事
又

は
監
事
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 
 

四 

法
第
八
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
理
事
□
監
事

又
は
清
算
人
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認 

 
 

 

四 

法
第
八
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
理
事
□
監
事

又
は
清
算
人
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認 

 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
六
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
等
の
た
め
の
中
小

企
業
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
平
成
十
一

年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
□
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
中
小
企
業
近
代
化
資
金
等
助
成
法
□
昭
和
三
十  
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一
年
法
律
第
百
十
五
号
□
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
資

金
の
貸
付
け
の
事
業
に
係
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
若

し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
の

生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事

実
の
確
認 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
七
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
□
平
成
十

四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
□
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号

ロ
又
は
ハ
の
貸
付
け
の
事
業
に
係
る
貸
付
け
を
受
け

た
者
若
し
く
は
そ
の
連
帯
保
証
人
又
は
こ
れ
ら
の
相

続
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変

更
の
事
実
の
確
認 

 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
八
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

採
石
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一

号
□
次
号
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
三
十
二

条
の
登
録
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 
 

 
 

 
 

二 

法
第
三
十
二
条
の
七
第
一
項
の
変
更
の
届
出
の

受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
九
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
号
□
次
号
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
五
条

第
一
項
の
許
可
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る

応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

三
十
九
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
号
□
次
号
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
五
条

第
一
項
の
許
可
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る

応
答 

 

 
 

二 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
の
受
理
□
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

 

二 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
の
受
理
□
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
号
の
規
則
で
定
め

る
事
務 

一 

砂
利
採
取
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四

号
□
次
号
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
三
条
の

登
録
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ  
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い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

 
 

 
 

二 

法
第
九
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
又
は

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
一
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

□
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
六
号
□
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
十
七
条
の
二
第
一

項
の
通
知
の
受
理
又
は
そ
の
通
知
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
一
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

□
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
六
号
□
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
十
七
条
の
二
第
一

項
の
通
知
の
受
理
又
は
そ
の
通
知
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

二 
法
第
十
七
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
通
知
の
受
理

又
は
そ
の
通
知
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

二 

法
第
十
七
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
通
知
の
受
理

又
は
そ
の
通
知
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

三 

法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
届
出
の
受
理
又
は
そ

の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

三 

法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
届
出
の
受
理
又
は
そ

の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

四 

法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
通
知
の
受
理
又
は
そ

の
通
知
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

四 

法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
通
知
の
受
理
又
は
そ

の
通
知
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
二
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
土
採
取
条
例
□
昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
条

例
第
一
号
□
次
号
に
お
い
て
□
条
例
□
と
い
う
□
□

第
二
条
の
二
の
登
録
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
二
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
土
採
取
条
例
□
昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
条

例
第
一
号
□
次
号
に
お
い
て
□
条
例
□
と
い
う
□
□

第
二
条
の
二
の
登
録
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答 

 

 
 

二 

条
例
第
二
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

 

二 

条
例
第
二
条
の
七
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
三
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

就
農
の
た
め
の
研
修
を
受
け
る
青
年
に
対
す
る
農
業

次
世
代
人
材
投
資
資
金
の
交
付
を
受
け
た
者
又
は
そ

の
連
帯
保
証
人
□
特
定
債
務
者
等
を
除
く
□
□
の
生
存

の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
三
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

就
農
の
た
め
の
研
修
を
受
け
る
青
年
に
対
す
る
農
業

次
世
代
人
材
投
資
資
金
の
交
付
を
受
け
た
者
又
は
そ

の
連
帯
保
証
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
四
号
の
規
則
で
定

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□

第
十
八
条
第
十
八
項
□
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お  

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
四
号
の
規
則
で
定

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□

第
十
八
条
第
十
七
項
□
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お  
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め
る
事
務 

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
届
出
の
受
理
又
は

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

め
る
事
務 

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
届
出
の
受
理
又
は

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
五
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

家
畜
改
良
増
殖
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九

号
□
第
十
六
条
第
二
項
の
講
習
会
の
受
講
の
申
請
の
受

理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
五
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

家
畜
改
良
増
殖
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九

号
□
第
十
六
条
第
二
項
の
講
習
会
の
受
講
の
申
請
の
受

理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
六
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
里
山
の
保
全
□
整
備
及
び
活
用
の
促
進
に

関
す
る
条
例
□
平
成
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
五
号
□

次
号
に
お
い
て
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
六
条
第

一
項
の
認
定
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
六
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
里
山
の
保
全
□
整
備
及
び
活
用
の
促
進
に

関
す
る
条
例
□
平
成
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
五
号
□

次
号
に
お
い
て
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
六
条
第

一
項
の
認
定
の
申
請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

答 

 

 
 

二 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
受
理
□

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

 

二 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
受
理
□

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
七
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
□
昭
和
四
十
四
年
千
葉

県
条
例
第
五
号
□
次
号
に
お
い
て
□
条
例
□
と
い
う
□
□

第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
登
録
の
申

請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
七
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

一 

千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
□
昭
和
四
十
四
年
千
葉

県
条
例
第
五
号
□
次
号
に
お
い
て
□
条
例
□
と
い
う
□
□

第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
登
録
の
申

請
の
受
理
□
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

 
 

二 

条
例
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
変
更
の
届
出
の

受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査 

 
 

 

二 

条
例
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
変
更
の
届
出
の

受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査 

 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 
住
基
条
例
別
表
第
一
第

四
十
八
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

千
葉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
六

十
二
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
八
条
第
一
項
の
料
金

を
納
入
す
べ
き
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く

は
住
所
の
確
認 

 

別
表
第
二
□
第
八
条
□ 

別
表
第
二
□
第
八
条
□ 

 

住
基
条
例
別
表
第
二
教

一 

給
付
の
請
求
の
受
理
□
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に 

 

住
基
条
例
別
表
第
二
教

一 

給
付
の
請
求
の
受
理
□
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に 
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育
委
員
会
の
項
事
務
の

欄
第
一
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答 

育
委
員
会
の
項
事
務
の

欄
第
一
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答 

 

二 

給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届

出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届
出
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

二 

給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届

出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届
出
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

三 

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の

額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は

氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

 

三 

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の

額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は

氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
二
教

育
委
員
会
の
項
事
務
の

欄
第
二
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

千
葉
県
奨
学
資
金
貸
付
条
例
□
昭
和
四
十
年
千
葉
県
条

例
第
四
十
三
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付

け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人
若
し
く
は
保

証
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変

更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
二
教

育
委
員
会
の
項
事
務
の

欄
第
二
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

千
葉
県
奨
学
資
金
貸
付
条
例
□
昭
和
四
十
年
千
葉
県
条

例
第
四
十
三
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付

け
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人
若
し
く
は
保

証
人
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変

更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
二
教

育
委
員
会
の
項
事
務
の

欄
第
三
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

千
葉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修

学
奨
励
資
金
貸
付
条
例
□
昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
条
例

第
七
十
四
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け

を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人
の
生
存
の
事
実

又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
二
教

育
委
員
会
の
項
事
務
の

欄
第
三
号
の
規
則
で
定

め
る
事
務 

千
葉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修

学
奨
励
資
金
貸
付
条
例
□
昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
条
例

第
七
十
四
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け

を
受
け
た
者
又
は
そ
の
連
帯
保
証
人
の
生
存
の
事
実

又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
二
公

安
委
員
会
の
項
事
務
の

欄
の
規
則
で
定
め
る
事

務 

一 

道
路
交
通
法
□
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
□

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
五
十

一
条
の
四
第
四
項
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
□
そ
の

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て
は
そ
の
役
員
□
法

人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人

の
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て
は
そ

の
代
表
者
又
は
管
理
人
□
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名

若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
二
公

安
委
員
会
の
項
事
務
の

欄
の
規
則
で
定
め
る
事

務 

一 

道
路
交
通
法
□
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
□

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
五
十

一
条
の
四
第
四
項
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
□
そ
の

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て
は
そ
の
役
員
□
法

人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人

の
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て
は
そ

の
代
表
者
又
は
管
理
人
□
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名

若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 
 

二 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
六
項
の
通
知
の
対
象
と

な
る
者
□
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て
は

そ
の
役
員
□
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者

又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

 
 

 

二 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
六
項
の
通
知
の
対
象
と

な
る
者
□
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て
は

そ
の
役
員
□
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者

又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
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あ
□
て
は
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
□
の
生
存
の
事

実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確

認 

あ
□
て
は
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
□
の
生
存
の
事

実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確

認 

 
 

三 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
三
項
の
督
促
の
対
象

と
な
る
者
□
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て

は
そ
の
役
員
□
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表

者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
□
て
は
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
□
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認 

 
 

 

三 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
三
項
の
督
促
の
対
象

と
な
る
者
□
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て

は
そ
の
役
員
□
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表

者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
□
て
は
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
□
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認 

 

 
 

四 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
四
項
の
徴
収
の
対
象

と
な
る
者
□
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て

は
そ
の
役
員
□
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表

者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
□
て
は
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
□
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認 

 
 

 

四 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
四
項
の
徴
収
の
対
象

と
な
る
者
□
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て

は
そ
の
役
員
□
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表

者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
□
て
は
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
□
の
生
存
の

事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の

確
認 

 

 
 

五 

法
第
百
一
条
の
七
第
二
項
の
通
知
の
対
象
と
な

る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

 

五 

法
第
百
一
条
の
七
第
二
項
の
通
知
の
対
象
と
な

る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 
 

六 

法
第
百
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
命
令

の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

 

六 

法
第
百
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
命
令

の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 

 

住
基
条
例
別
表
第
二
選

挙
管
理
委
員
会
の
項
事

務
の
欄
第
一
号
の
規
則

で
定
め
る
事
務 

一 

公
職
選
挙
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
□
次

号
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
八
十
六
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
届
出
の
受
理
又
は
こ
れ
ら

の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
二
選

挙
管
理
委
員
会
の
項
事

務
の
欄
第
一
号
の
規
則

で
定
め
る
事
務 

一 

公
職
選
挙
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
□
次

号
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
第
八
十
六
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
届
出
の
受
理
又
は
こ
れ
ら

の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

 

 
 

二 

法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届

出
の
受
理
又
は
こ
れ
ら
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

 
 

 

二 

法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届

出
の
受
理
又
は
こ
れ
ら
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
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い
て
の
審
査 

い
て
の
審
査 

 
住
基
条
例
別
表
第
二
選

挙
管
理
委
員
会
の
項
事

務
の
欄
第
二
号
の
規
則

で
定
め
る
事
務 

公
職
選
挙
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
□
第
八
十
一
条
の
告
示
に
係
る
者
の
住
所
及
び
氏
名

の
確
認 

 
 

住
基
条
例
別
表
第
二
選

挙
管
理
委
員
会
の
項
事

務
の
欄
第
二
号
の
規
則

で
定
め
る
事
務 

公
職
選
挙
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
□
第
八
十
一
条
の
告
示
に
係
る
者
の
住
所
及
び
氏
名

の
確
認 

 

 

□
削
る
□
□ 

 
 

 

住
基
条
例
別
表
第
二
監

査
委
員
の
項
事
務
の
欄

の
規
則
で
定
め
る
事
務 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第

二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
請
求
の
受
理
□
そ
の
請
求
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す

る
応
答 

 

 
 

 


